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(57)【要約】
　開口(16；16')を有する少なくとも部分的に閉じられ
たスペース(15；15')を備える第1バックル部材(10；10'
)と、本体(51；51')、該本体に対して配置された案内舌
部(55；55')、及び、制御キー(56；56')を備える第2バ
ックル部材(50；50')とを備える安全バックル・デバイ
ス(1；1')。上記安全バックル・デバイスをロックする
ときに、弾発移動デテント(17；17')は、ロック手段(62
)に対してロックされるべく適合化される。上記制御キ
ーには、異なる深度を有すると共に該制御キーの長手方
向において相互に隣接して配置された２つの凹所(61、6
1a)が形成され、ｉ）上記デテントは、上記制御キー(56
；56')が起動されたときでさえも、第1ロック状態を達
成すべく適合化され、且つ、上記デテント(17；17')は
、上記制御キーがもはや起動されないときに、第2ロッ
ク状態を達成すべく適合化され、あるいは、ｉｉ）上記
デテント(17；17')は、上記制御キーが起動されないと
きに、ロック状態を達成すべく適合化され、且つ、上記
デテント(17；17')は、上記ｉ）の場合において上記制
御キーが再び起動されたとき、または、上記ｉｉ）の場
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口(16；16')を有する少なくとも部分的に閉じられたスペース(15；15')を備える第1
バックル部材(10；10')と、本体(51；51')、該本体に対して配置された案内舌部(55；55'
)、及び、制御キー(56；56')を備える第2バックル部材(50；50')とを備える安全バックル
・デバイス(1；1')において、
　当該安全バックル・デバイスをロックするときに、前記案内舌部(55；55')は、前記少
なくとも部分的に閉じられたスペース(15；15')内に収容されるべく適合化され、
　前記案内舌部(55；55')の一部を形成するロック手段(62)に対しては、前記少なくとも
部分的に閉じられたスペース(15；15')内に配置された弾発移動デテント(17；17')がロッ
クされるべく適合化され、前記制御キーには、異なる深度を有すると共に該制御キーの長
手方向において相互に隣接して配置された２つの凹所(61、61a)が形成され、
　ｉ）前記デテントは、前記制御キー(56；56')が起動されたときでさえも、前記ロック
手段(62)と協働して第1ロック状態を達成すべく適合化され、且つ、前記デテント(17；17
')は、前記制御キーがもはや起動されないときに、前記ロック手段(62)と協働して第2ロ
ック状態を達成すべく適合化され、あるいは、ｉｉ）前記デテント(17；17')は、前記制
御キーが起動されないときに、前記ロック手段(62)と協働してロック状態を達成すべく適
合化され、
　前記デテント(17；17')は、前記ｉ）の場合において前記制御キーが再び起動されたと
き、または、前記ｉｉ）の場合において前記制御キーが起動されたとき、前記ロック手段
(62)との係合から解除されるべく適合化されることを特徴とする、安全バックル・デバイ
ス(1；1')。
【請求項２】
　前記ｉ）の場合において、前記デテント(17；17')は、前記ロック手段(62)と協働する
該デテント(17；17')の前記第1ロック状態を知らせる第1音響的表示を発すべく適合化さ
れ、且つ、前記デテント(17；17')は、前記制御キーがもはや起動されないときに、前記
ロック手段(62)と協働する該デテント(17；17')の前記第2ロック状態を知らせる第2音響
的表示を発すべく適合化され、
　前記ｉｉ）の場合において、前記デテント(17；17')は、該デテント(17；17')が前記ロ
ック手段(62)に対してロックされたときに、音響的表示を発すべく適合化されることを特
徴とする、請求項１に記載の安全バックル・デバイス。
【請求項３】
　前記制御キー(56；56')はバーとして形状化され、
　前記デテント(17；17')は、前記２つのバックル部材(10；10'、50；50')を相互にロッ
クするために前記凹所(61、61a)内に弾性的に挿入されるべく適合化され、
　更に深底の凹所(61)内には、前記デテントを前記ロック手段(62)から解除すべく前記制
御キー(56；56')が起動されたときに前記デテントを横方向に変位させるべく適合化され
た当接表面(63)が配置されることを特徴とする、請求項１または請求項２に記載の安全バ
ックル・デバイス。
【請求項４】
　前記ロック手段(62)は、前記案内舌部(55；55')に配置されたロック表面であることを
特徴とする、請求項１から請求項３のいずれか一つの請求項に記載の安全バックル・デバ
イス。
【請求項５】
　前記案内舌部(55；55')は、前記２つのバックル部材(10；10'、50；50')が相互から解
除されたときに前記デテント(17；17')が延在し得る切欠き(70)を備えることを特徴とす
る、請求項１から請求項４のいずれか一つの請求項に記載の安全バックル・デバイス。
【請求項６】
　前記案内舌部(55；55')は、一方では該案内舌部の前端部から前方に突出し、他方では
、該案内舌部の表面であって前記第1バックル部材(10；10')のヨーク部分(14；14')に向
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けて指向されたという表面に対して外方に突出する隆起部(58；58')を備え、
　前記隆起部は、前記第1バックル部材の前記ヨーク部分(14；14')との初期係合を達成す
べく適合化されることを特徴とする、請求項１から請求項５のいずれか一つの請求項に記
載の安全バックル・デバイス。
【請求項７】
　前記第1バックル部材(10)の前記少なくとも部分的に閉じられたスペース(15)は、前記
案内舌部(55)と、前記第2バックル部材(50)の主要部分(52)との間に挿入されるべく適合
化されたヨーク部分(14)を有することを特徴とする、請求項１から請求項６のいずれか一
つの請求項に記載の安全バックル・デバイス。
【請求項８】
　当該安全バックル・デバイスの前記ロック位置において、前記２つのバックル部材の間
に不都合な物質は詰まり得ないという様式にて、関連付けられた外側縁部(13a、13b)を備
える前記第1バックル部材(10)の前記ヨーク部分(14)の上側面は、関連付けられた内側縁
部(53a、53b)を備える前記第2バックル部材(50)の前記主要部分(52)の下側面に対して緊
密に当接すべく適合化されることを特徴とする、請求項７に記載の安全バックル・デバイ
ス。
【請求項９】
　前記デテント(17；17')は、当該バックル・デバイスをロックするとき、前記ロック手
段(62)と係合すべく適合化されたフック(18；18')を備えることを特徴とする、請求項１
から請求項８のいずれか一つの請求項に記載の安全バックル・デバイス。
【請求項１０】
　前記ヨーク(12)の内面上には、前記少なくとも部分的に閉じられたスペース(15)に向け
て指向された突出ショルダ(40)であって、スペース(57)に向けて指向された前記案内舌部
(55)の部分に配置された凹所(41)に嵌合して協働するという突出ショルダ(40)が配置され
ることを特徴とする、請求項１から請求項９のいずれか一つの請求項に記載の安全バック
ル・デバイス。
【請求項１１】
　前記デテント(17)の前記フック(18)は、少なくとも前記第1及び第2のバックル部材(10
；10'、50；50')間の初期ロック位置において、前記ロック手段(62)の相補的ショルダ(81
)と協働すべく適合化されたショルダ(80)を備えることを特徴とする、請求項１から請求
項１０のいずれか一つの請求項に記載の安全バックル・デバイス。
【請求項１２】
　ベビーキャリアにおける、請求項１から請求項１１のいずれか一つの請求項に記載の安
全バックル・デバイスの用法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、添付の請求項１の前文に定義された種類の安全バックル・デバイスに関し、
更に詳細には、当該安全バックル・デバイスを開くための制御キーが起動されたか否かに
関わり無く常に相互に対してロックされる２つのバックル部材を有する安全バックル・デ
バイス、及び、斯かる安全バックル・デバイスに対する請求項１２に係る用法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　公知の形式のベビーキャリア(baby carrier)において、該ベビーキャリアは、装着者の
夫々の肩領域の回りに担持されることが意図されたストラップ・ループを備える。各スト
ラップ・ループに対してはフロント・ピースが接続されると共に、該フロント・ピースは
、ストラップ・ループにより、且つ、好適には胴部ベルトによっても担持される。各スト
ラップ・ループは、一方では上記フロント・ピースの上側部分に対し、他方では上記フロ
ント・ピースの中央部分に対して接続される。フロント・ピースに対するストラップ・ル
ープの接続は通常、一定形式の分離可能なバックル・デバイスにより行われ、すなわち、
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バックル・デバイスは、一方のバックル部材はフロント・ピースに対して接続され且つ他
方のバックル部材はストラップ・ループに対して接続されるという２つのバックル部材を
備える。
【０００３】
　例えば、装着者の胸部側上に幼児が担持されるときに見られるように、ストラップ・ル
ープが、分離可能なバックル・デバイスにより、フロント・ピースに対し、更に詳細には
フロント・ピースの中央部分に対してその前部側にて接続される場合、バックル・デバイ
スを開くための制御キーが起動されたときでさえも２つのバックル部材が常に相互に対し
てロックされるならば有用である。その理由は、バックル・デバイスは、フロント・ピー
スの中央部分において、幼児の重量の大部分を担持するからである。
【０００４】
　更に、一方では、バックル・デバイスがロックされたときに装着者が例えばクリック音
などの音響的表示を受けると共に、他方では、バックル・デバイスが、誤った様式におけ
る全ての種類のロック状態が回避される如き構成を有することが有用である。このことは
、ストラップ・ループに接続されたバックル・デバイスが、例えば、ベビーキャリアの一
部に対して掛止かつ締着され得る如く、バックル・デバイスがフック式ロック型であると
きに、特に重要である。そのような場合に装着者は、自身がバックル・デバイスを正しい
様式で掛止してロックしたと誤って勘違いすることがある。その理由は、バックル・デバ
イスは可能的に、装着者からは見えないことがあり得るからである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の一つの目的は、当該安全バックル・デバイスを開くための制御キーが起動／押
し込みされたときでさえも２つのバックル部材が常に相互に対してロックされるという安
全バックル・デバイスを達成することである。
【０００６】
　本発明の更なる目的は、２つのバックル部材が相互に対してロックされたとき、少なく
とも一種類の音響的表示が達成されるという安全バックル・デバイスを達成することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　これらの目的は、本発明に依れば、開口を有する少なくとも部分的に閉じられたスペー
スを備える第1バックル部材と、本体、該本体に対して配置された案内舌部、及び、制御
キーを備える第2バックル部材とを備える安全バックル・デバイスにおいて、
　当該安全バックル・デバイスをロックするときに、上記案内舌部は、上記少なくとも部
分的に閉じられたスペース内に収容されるべく適合化され、
　上記案内舌部の一部を形成するロック手段に対しては、上記少なくとも部分的に閉じら
れたスペース内に配置された弾発移動デテントがロックされるべく適合化され、上記制御
キーには、異なる深度を有すると共に該制御キーの長手方向において相互に隣接して配置
された２つの凹所が形成され、
　ｉ）上記デテントは、上記制御キーが起動されたときでさえも、上記ロック手段と協働
して第1ロック状態を達成すべく適合化され、且つ、上記デテントは、上記制御キーがも
はや起動されないときに、上記ロック手段と協働して第2ロック状態を達成すべく適合化
され、あるいは、ｉｉ）上記デテントは、上記制御キーが起動されないときに、上記ロッ
ク手段と協働してロック状態を達成すべく適合化され、且つ、
　上記デテントは、上記ｉ）の場合において上記制御キーが再び起動されたとき、または
、上記ｉｉ）の場合において上記制御キーが起動されたとき、上記ロック手段との係合か
ら解除されるべく適合化されることを特徴とする、安全バックル・デバイス、を提供する
ことにより達成される。
【０００８】
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　添付の従属請求項においては、各好適実施形態が定義される。
【０００９】
　本発明は以下において、添付図面を参照して非限定的な例の形態で更に詳細に記述され
る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係る分離可能な安全バックル・デバイスの第１実施形態の概略的な側断
面図であり、第1バックル部材は概略的に示されたベビーキャリアのフロント・ピースに
対して取付けられ、且つ、第2バックル部材は概略的に示されたストラップ・ループに対
して取付けられている。
【図２】斜め上から見た第1バックル部材の概略図である。
【図３ａ】制御キーが起動／押し込みされない第2バックル部材を背後から見た概略図で
ある。
【図３ｂ】図３ａに対応するが、制御キーが起動／押し込みされた図である。
【図４】第2バックル部材を前方及び背後から斜めに見た概略図である。
【図５】図１における安全バックル・デバイスを前方から見た概略図である。
【図６】本発明に係る分離可能な安全バックル・デバイスの第２実施形態の概略図であり
、各バックル部材は分離されている。
【図７ａ】図３ａ及び図３ｂに見られる制御キーの位置に対して約90°回転された制御キ
ーの全体的な側面図である。
【図７ｂ】図３ａ及び図３ｂと同一の位置における制御キーの側面図である。
【図８】第2バックル部材及びデテントの部分的拡大側断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下の説明においては、ストラップ・ループをベビーキャリアのフロント・ピースに対
して接続する本発明に係る安全バックル・デバイスの第１実施形態が記述される。本発明
に係る安全バックル・デバイスの第２実施形態において、該安全バックル・デバイスは、
ストラップの両端部を、例えば相互に対して接続することで閉ループを獲得すべく使用さ
れ得る。当業者であれば、本発明に係る安全バックル・デバイスは、上記に記述された以
外の部材を接続するために使用され得ることは明らかであろう。
【００１２】
　図１及び図２に見られる如く、本発明に係る分離可能な安全バックル・デバイス1は、
相互に対して接続可能である２つのバックル部材、すなわち、第1バックル部材10及び第2
バックル部材50を備える。第1バックル部材10は、(不図示の)ベビーキャリアの概略的に
示されたフロント・ピース3に対して取付けられ、且つ、第2バックル部材50は上記ベビー
キャリアの概略的に示されたストラップ・ループ2に対して取付けられる。
【００１３】
　第1バックル部材10は、垂直方向及び水平方向の両方に弾発移動するデテント17であっ
て、該第1バックル部材に対して固定的に接続されると共に、上記安全バックル・デバイ
スのロック位置においては第2バックル部材50のロック手段との係合に至ることが意図さ
れたというデテント17を備える。第1バックル部材10は、取付けプレート11と、該取付け
プレート上に配置されたヨーク12とを備えるハウジングを形成する。ヨーク12は、開口16
を有すべく上記ハウジングの内側に少なくとも部分的に閉じられたスペース15を形成すべ
く、２つの側壁13a、13b、端部壁13c、及び、ヨーク部分14を備える。弾発移動デテント1
7は、少なくとも部分的に閉じられたスペース15内に配置される。フック18の逆側である
デテント17の端部自体は、好適には取付けプレート11に対して取付けられる。フック18は
、取付けプレート11におけるノッチ19内に延在すべく適合化された舌部18a(図８)を備え
得る。この舌部は、水平方向及び垂直方向における上記デテントの移動を制限すべく適合
化される。
【００１４】
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　更に、取付けプレート11は、例えばストラップもしくは対応手段を第1バックル部材10
に締着するためにそれが挿通され得る凹所21を備える。取付けプレート11はまた、上記第
1バックル部材をストラップ／基材に対して縫い付けるための縫い付け用辺縁部30も備え
得る。
【００１５】
　図３ａから図５に示された第2バックル部材50の第１実施形態からは、該第2バックル部
材が、主要部分52と、２つの側壁53a、53bと、端部壁53cと、開放部分54とを有する本質
的にカップ形状の本体51を備え、端部壁53cから開放部分54に向けて延在すべく案内舌部5
5が配置されることが理解される。端部壁53cに関しては、上記安全バックル・デバイスを
開くべくデテント17を起動するためにスプリング付勢された制御キー56が配置されると共
に、該キーは、凹所61、61a(図７ａ)を有する長寸バーの形状を有している。上記安全バ
ックル・デバイスは、上記制御キーが押し込まれたとき、該バックル・デバイスを開き得
る如き様式で形成される。
【００１６】
　第2バックル部材50の第１実施形態において、案内舌部55は主要胴部52と本質的に平行
に配置される。案内舌部55の少なくとも一部分と主要部分52との間には、スペース57が在
り、上記安全バックル・デバイスのロック位置にて、第1バックル部材10のヨーク14の少
なくとも前側部分22(図２)が、該スペース内に収容されるべく適合化される。
【００１７】
　図４において理解される如く、案内舌部55の下側面は好適には、例えば意図されていな
いベビーキャリアのいずれかの部分へと該案内舌部が誤って掛止されることを阻止すべく
、夫々の側壁53a、53bの縁部と同一のレベルに載置される。
【００１８】
　好適には、本質的に案内舌部55の全長に沿って隆起部58が配置されると共に、該隆起部
は主要部分52に向けて指向される。隆起部58の部分58aは、上記案内舌部の前端部55aの前
方に突出する。上記隆起部の部分58aは、上記安全バックル・デバイスをロックするとき
に上記第1バックル部材のヨーク部分14に対する初期係合を達成することが意図される。
隆起部58と接触する上記第1バックル部材のヨークは好適には、隆起部58と相補的な凹所2
3(図２)を備えている。
【００１９】
　更に、図１に見られる如く、特に第2バックル部材50の主要部分52の内側部は、少なく
とも第1バックル部材10のヨーク部分14の前側部分22に当接して嵌合すべく配置される。
【００２０】
　開口16内への案内舌部55の挿入の間において、カップ形状本体51の側壁53a、53b及びヨ
ーク12の側壁13a、13bは、２つのバックル部材間の適切な案内を達成すべく、且つ、相互
間における一定の隙間を提供すべく、協働する様に適合化される。側壁53、53bは、側壁1
3a、13b上に載置されるべく適合化される。この様にして、開口16内への案内舌部55の挿
入は促進される。同様に、ヨーク12の開口16の各側縁部20を傾斜して形状化すると共に、
案内舌部55の前端部55aを湾曲して形状化することにより、上記案内舌部は、比較的に小
さな角度においてのみ、上記開口内へと挿入され得る結果となる。好適実施形態において
、案内舌部55の主要方向と開口16の主要方向との間であるこの角度は、約±15°である。
このことは、案内舌部55と開口16との間の挿入角度が上記角度範囲から外れた場合、上記
案内舌部は常に上記開口を滑り通過し、すなわち、上記安全バックル・デバイスはこの様
に、上記第1及び第2のバックル部材10、50間に何らかの半ロック位置が生じ得ることを許
容せず、且つ、２つのバックル部材10、50が相互に対してロックし得るのは、案内舌部55
及び第1バックル部材10の開口16が相互に対して正しい角度範囲に載置されると共に、そ
れらが、該２つの部分を相互に向けて押圧する外力に晒されたときのみであることを意味
する。
【００２１】
　制御キー56は好適には、異なる深度を備えると共に相互に隣接して配置された２つの凹
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所61、61aを有する長寸バーとして形状化され、図７ａ及び図７ｂを参照されたい。案内
舌部55を開口16内へと挿入する間、デテント17のフック18は、上記案内舌部が上記ハウジ
ング内の最内側位置に到達するまで、案内舌部55における第1切欠き60に対して摺動的に
当接して弾性的に付勢されるべく適合化され、上記最内側位置においてフック18は、上記
制御キーにおける凹所61内へと弾性的に挿入されるべく、且つ、示された実施形態におい
てはロック表面62の形態で作成されたロック手段62であって、案内舌部55の一部を形成す
るというロック手段62に対してロックされるべく、適合化される。フック18が凹所61内へ
と弾性的に挿入されたとき、上記安全バックル・デバイスが正しい様式でロックされたこ
とを確認する例えばクリック音などの音響的表示が生ずる。この位置において、上記フッ
クは、凹所61の各側部上に載置された当接表面63及び制限表面64の間に囲繞される。
【００２２】
　上記安全バックル・デバイスをロック解除するとき、上記制御キーは該制御キーを内方
に押圧することにより起動され、すなわち、上記制御キーは図３ｂに見られる矢印の方向
において横方向に変位され、デテント17のフック18が、第1切欠き60と比較して更に深底
である第2切欠き70に到達するまで、凹所61の壁部であり得る当接表面63は、図３ａ及び
図３ｂにおいては左方向へと見える如く、上記フックを横方向に変位すべく配置される。
第2切欠き70は、一切のロック表面を有さない。この様にして、上記フックは自由となり
、もはや、ロック表面62に対して当接しない。上記デテントのこの横方向に変位された位
置において、２つのバックル部材は相互から分離され得る。上記第2切欠きの底部表面は
好適には、その最も深い部分が、ロック表面62と整列して載置されると共に、案内舌部55
の前縁部に向けて漸進的に浅くなる様に、傾斜して形成される。
【００２３】
　更に好適な実施形態においては、図３ｂに示された如き制御キー56の起動位置において
、凹所61よりも幾分か浅底の凹所61aは、上記制御キーのバーに配置されると共に、上記
デテントと整列すべく適合化される。この更に浅い凹所によれば、上記ハウジングにおけ
る案内舌部55の最内側位置において、デテント17のフック18はこの更に浅底の凹所61a内
に弾性的に挿入されると共に、上記フックの幾分かロック性が低い表面を以てロック表面
62に当接してロックし、すなわち、第1ロック状態が達成され、これにより、この位置に
おいても、上記安全バックル・デバイスがロックされたことを確認する音響的表示が生ず
る。この位置において上記制御キーがもはや起動されないとき、該制御キーは、図３ａに
見られる如く右方に移動するので、その非影響位置に戻り、且つ、フック18は凹所61内へ
と完全に挿入されることから、第2ロック状態が達成されると共に、更なる音響的表示が
生ずる。すなわち、上記制御キーが故意にまたは偶発的に起動された場合、２つのバック
ル部材を相互にロックするときには２回の音響的表示、すなわち、フック18が更に浅底の
凹所61a内へと弾性的に挿入されたときの第1の音響的表示、及び、上記制御キーが横方向
に移動したときに上記フックが凹所61内に弾性的に挿入されるときの第2の音響的表示、
が生じる。両方の場合、フック18は同一のロック表面62に対してロックされる。
【００２４】
　更に、第2バックル部材50の本体51は、例えばストラップもしくは対応手段が挿通され
ることが意図されたスロット65を備える。
【００２５】
　関連付けられた側縁部13a、13bを備える第1バックル部材10のヨーク部分14の前面は、
上記安全バックル・デバイスのロック位置において、関連付けられた側縁部53a、53bを備
える第2バックル部材50の主要部分52の下面に対して緊密に当接すべく適合化される。上
記安全バックル・デバイスをこの様に構成することにより、上記安全バックル・デバイス
をロックするときに、無拘束的な布地などの不都合な物質が２つのバックル部材間に詰ま
ることは無い、ということが達成される。
【００２６】
　更に、図１から図５に見られる如き上記安全バックル・デバイスの第１実施形態は、右
及び左のバックルを達成すべく、すなわち、左のバックル・デバイスの第1バックル部材
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且つ、その逆も許容しない、という形式のキー止めを達成すべく形状化され得る。この目
的のために、ヨーク12の内面上には突出ショルダ40(図２)が配置されると共にスペース15
に向けて指向され、且つ、該ショルダは、スペース57に向けて指向された案内舌部55の部
分に配置された相補的凹所41(図４)に嵌合して協働すべく適合化され得る。
【００２７】
　図６に見られる如き本発明に係る安全バックル・デバイスの第２実施形態1'において、
該安全バックル・デバイスは、２つの接続可能なバックル部材、すなわち、第1バックル
部材10'及び第2バックル部材50'を備える。第1バックル部材10'は、第１実施形態の第1バ
ックル部材10と同一的に構成され得る。
【００２８】
　第２実施形態の第2バックル部材50'と第１実施形態の第2バックル部材50との間の違い
は、案内舌部55'はバックル・デバイスの平面内で180°回転されていることから、主要部
分52の下側に載置される代わりに、上記案内舌部は端部壁53c'から突出する、ということ
である。
【００２９】
　上記安全バックル・デバイスのロック操作は両方の実施形態において同一様式で行われ
、２つのバックル部材の間のロック状態は、制御キー56'が起動されているか否かに関わ
らずに常に達成されると共に、制御キー56'の位置に関わらず、１回または２回の音響的
表示が常に生ずる。
【００３０】
　案内舌部55'は端部壁53c'から突出するので、第１実施形態の側壁53a、53bは案内機能
を有さないことから、バックル部材50'のこの部分は、(不図示の)精密で人間工学的に適
切な様式で作成され得る。このことは、２つのバックル部材を相互にロックするときにお
ける全体的な案内が、上記ハウジングにおける開口16'内へと案内舌部55'が挿入されると
きに該舌部により達成されることを意味する。
【００３１】
　同様に、この実施形態において、壁部53c'の各側縁部は好適には、開口16'の各側縁部2
0'に対して相補的な形状を有する。
【００３２】
　少なくとも、第1バックル部材10と第2バックル部材50との間における初期ロック位置に
おいて、デテント17とロック手段62との間のロック動作を向上させるために、デテント17
のフック18は、図８に示された如き好適実施形態において、ロック手段62の相補的ショル
ダ81であって該フックに向けて指向されたというショルダ81に向けて指向され且つ該ショ
ルダと協働すべく適合化されたショルダ80を備え、該ショルダ80はロック表面62に向けて
指向される。
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【要約の続き】
合において上記制御キーが起動されたとき、解除されるべく適合化される。
【選択図】図１
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